
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者週間とは。。。 

「障がい者週間」は、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野

の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者基本法第９条の規定により毎年 12月 3日～12月 9日の 1週間が設けられていま

す。 

本年度は、少し前倒しして１２／１～１２／８（土日は除く）の期間を予定してます。 

この期間では、八重瀬町福祉サービス事業所の①事業所紹介パネル展示②物品販売③作品展示を予定しております 

島尻特別支援学校高等部の作品展示と窯業班の物品販売（１２／８）もあわせて予定しておりますので 

ぜひ、お越しください。 場所：八重瀬町役場庁舎１階 町民ホール （担当：社会福祉課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

絵画作品展示 職業班物品展示 

島尻特別支援学校高等部美術作品展 

島尻特別支援学校高等部窯業班販売 

小皿、茶碗、角皿 

 

 

期間 
１２／１（金）～８（金） 

問合わせ先 

沖縄県立島尻特別支援学校 

電話番号 098-998-8240 

八重瀬町障がい者週間 

 

参加予定事業所 

島尻特別支援学校高等部美術作品展 

 

 

高等部窯業班販売 

 

販売・展示 

① ハルハウス  

② 就労支援アロハ 

③ 生活サポートセンターゆう  

④ 太希おきなわ  

⑤ 就労支援センター野の花  

⑥ はるさーファーム 

⑦ りあむ  

展示 

⑧ こちのな～ 

⑨ サザンウィンド 

他６事業所（予定） 

島尻特別支援学校高等部美術作品展／窯業班販売 


